
◆丸亀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金交付における概要

※令和6年4月1日から実施

1.対象事業 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び耳Ｖ字カットにかかる手術費用

2.申請者 ・個人

・団体（しっぽの森に登録のあるボランティア団体）

3.要件 ・個人：市内に住所を有していること　

・団体：市内で活動する団体（市外でも可）

・滞納がないこと

4.補助金額 ・上限10,000円(10,000円未満の場合はその金額）

5.補助頭数/年 ・個人（１世帯4頭）

・団体（1団体10頭）　

6.申請から交付の流れ

※当該年度の3月31日をこえない範囲

①交付申請 

・(A)交付申請書 

・(B)地図 

・(C)手術前写真（耳カット前） 

②交付決定 

・交付決定通知書 

③手術の実施 

※交付決定の日から60日以内   

 に実施 

・(D)変更申請書（実施できない場合等） 

④実績報告 

※手術の日から30日以内に申請 

・(E)実績報告書 

・(F)領収書 

・(G)債権者登録申請書(未登録の場合) 

・(H)手術後写真（耳カット済） 

⑤額決定 

・確定通知書 

 

⑥請求 

・(J)交付請求書 ⑦交付 

申請者 市 


